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１ 計画の位置づけと方向性 

三鷹市では、平成 18（2006）年４月に制定した「三鷹市男女平等参画条例」

の基本理念に基づき、男女平等参画施策を推進するため、行動計画を策定して

きました。令和２年３月に確定した「男女平等参画のための三鷹市行動計画

2022（第２次改定）」では、本計画を女性活躍推進法に基づく「三鷹市女性活

躍推進計画」としても位置づけるとともに、ＬＧＢＴＱをはじめとする多様な

性への理解増進など、新たな施策を盛り込みました。 

今回の改定では、４年間の実行計画として策定し、令和６年３月に確定した

市の最上位計画である「三鷹市基本構想」、その実現を図るために令和６年６

月に策定した「第５次三鷹市基本計画」における施策の方向性を反映した内容

とします。また、令和６年３月に制定した「人権を尊重するまち三鷹条例」の

理念を踏まえ、人権の尊重を基礎としながら、令和６年４月より施行された「困

難な問題を抱える女性への支援に関する法律」に基づく「三鷹市困難女性支援

基本計画（仮称）」の位置づけも加え、男女平等参画施策を推進していきます。 

あわせて、国や東京都の動向、コロナ禍等を踏まえた社会経済情勢の変化、

顕在化している課題等への対応を図り、性別等にかかわりなく、すべての人が

個性と能力を発揮し、生涯にわたり、いきいきと暮らしていける取組を推進し

ます。 

 

三鷹市男女平等参画条例 

第３条（基本理念） 

(1) 市、市民、事業者等が協働して、何人も男女の性別により差別的な取扱いを受け

ず、その人権が尊重される社会を実現すること 

(2) 社会のあらゆる分野において、何人も男女の性別にかかわらず、対等な構成員と

して個人の個性と能力を十分に発揮できる社会を実現すること 

(3) 何人も男女の性別による固定的な役割分担を強制されることなく、自己の意思

と責任による多様な生き方の選択ができる社会を実現すること 

 

２ 計画策定の背景 

(1) 国及び東京都の動向 

ア ＤＶ防止法の改正 

平成 13（2001）年４月に成立した「配偶者からの暴力の防止及び被害者

「男女及び多様な性の平等参画のための三鷹市行動計画

2027（仮称）」の策定に向けた考え方について 
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の保護等に関する法律」は、これまでに何度かの改正を重ね、令和５（2023）

年５月の改正では、重篤な精神的被害を受けた場合も接近禁止命令等の対

象とするなど、保護命令の拡充と保護命令違反の厳罰化が図られたほか、

都道府県における関係機関等による協議会の設置などが定められました。 

イ 女性活躍推進法の改正 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の改正により、令和４

(2022)年４月から「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」や

「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」に関する一般事

業主行動計画の公表義務が、常時雇用する労働者が 101 人以上の事業主

に拡大されました。 

ウ 育児・介護休業法の改正 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法

律の令和３（2021）年６月の改正では、出産・育児等による労働者の離職

を防ぎ、男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするための環境整備

などが定められました。 

エ 困難女性支援法の成立 

令和４（2022）年５月 19 日に「困難な問題を抱える女性への支援に関

する法律」が成立し、令和６（2024）年４月に施行され、市町村は、計画

の策定が努力義務とされました。困難な問題を抱える女性が、それぞれの

意思が尊重されながら、最適な支援を受けられるようにするため、相談体

制の整備などが求められています。 

オ ＬＧＢＴ理解増進法の成立 

国では、性的指向・ジェンダーアイデンティティにかかわらず、相互に

人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指すため、「性的

指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増

進に関する法律」が制定され、令和５（2023）年６月に施行され、地方公

共団体による理解の増進に関する施策の実施などが努力義務として盛り

込まれました。 

また、東京都では、令和４（2022）年 11 月に東京都パートナーシップ宣

誓制度が開始されました。令和６（2024）年３月には、東京都と協定を締

結し、相互にサービス利用が可能となっています。 

 

(2) 三鷹市の現状 

ア 男女平等参画の進捗状況 
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第５次三鷹市基本計画や各個別計画の策定に当たり、市民の満足度や意

向を把握するため、令和４（2022）年度に市民満足度調査を実施し、男女

平等参画施策における目標指標に対する達成度を確認しました。「各分野

における男女の地位が平等になっていると思う人の割合 」は、いずれの分

野においても目標値を下回る状況となっています。 

 

■男女平等参画のための三鷹市行動計画 2022（第２次改定）における指標 

指標名 
前期実績値 

平成 26 

(2014)年度 

中期実績値 

平成 30 

(2018)年度 

後期実績値 

令和５ 

(2023)年度 

目標値 

令和５ 

(2023)年度 

各分野における男女

の地位が平等になっ

ていると思う人の割

合

  

家庭の中で 35.7% 40.7% 36.5% 50% 

職場の中で 20.7% 25.9% 26.4% 40% 

学校教育の中

で 
66.6% 42.8% 40.2% 80% 

社会全体で 17.3% 12.8% 23.7% 40% 

生活と仕事の調和（ライフ・ワーク・

バランス）という言葉を見聞きした

ことのある人の割合 

65.7% 74.9% 78.6% 75% 

イ 人権を尊重するまちづくりの推進 

「人権を尊重するまち三鷹条例」を制定、令和６（2024）年４月１日に

施行し、性別などにかかわらず全ての市民が差別的な取り扱いを受けるこ

とがなく、人権が尊重される社会を実現する市の理念や方向性を明確にし

ました。 

ウ 性の多様性に関する対応 

人権としての性の尊重の普及・啓発を図り、パートナーシップ関係にあ

る方の生きづらさや差別、偏見など、生活上の支障を軽減するとともに、

誰もが自分らしく生きることができる地域社会の実現をめざして、「三鷹

市パートナーシップ宣誓手続条例」を制定し、令和６（2024）年４月１日

に施行しました。 

エ コロナ禍における支援 

コロナ禍では、日常生活への影響が長期化したことから、こころの相談

室などにおける相談件数が増加しました。別居・離婚のほか、ＤＶに関す

る相談が増加し、内容によっては、他の相談窓口や専門機関を紹介するな

ど、必要な支援へとつなげました。 
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また、コロナ禍にあって、経済的な影響等により生理用品を用意するこ

とが難しい方を対象に、窓口での配布を実施しました。生理の貧困を契機

に相談窓口につなげることを基本に、的確な支援に努めました。 

 

３ 計画策定のポイント 

(1) 男女平等参画の市民意識の向上 

「男女平等参画のための三鷹市行動計画 2022（第２次改定）」における目

標指標は達成しておらず、男女平等参画社会の実現には至っていません。そ

うした中、固定的な性別役割分担意識についても解消できておらず、その障

壁となっているアンコンシャス・バイアス（無意識の偏見・思い込み）を無

くしていくために、地域全体の意識の向上を図ります。 

(2) 配偶者等からの暴力に関する支援 

先述のとおり、コロナ禍による影響として、生活不安やストレス，外出自

粛による在宅時間の増加等により，ＤＶ相談件数の増加が全国的な社会問題

となっており、三鷹市も同様の傾向にあります。こうした現状を踏まえ、Ｄ

Ｖやハラスメントの防止と正しい理解の促進に向けた周知啓発をより推進

します。また、被害者の支援に向けて、庁内関係部署や地域の関係機関との

連携強化を図るほか、相談しやすい環境づくりや相談窓口の周知に取り組み

ます。 

(3) 女性活躍社会の実現に向けた取組 

非正規雇用による雇用の不安定性やキャリアアップの機会不足、育児と仕

事の両立の難しさ、賃金格差など、女性の就業に関する課題が多く存在して

いるのが現状です。女性の再就職や起業、キャリアアップ支援、働き方の柔

軟化等を推進するとともに、男女平等の意識啓発などに取り組み、女性がい

きいきと働ける地域社会をめざします。 

(4) 困難な問題を抱える女性への支援 

女性をめぐる課題は、生活困窮、性暴力・性犯罪被害、家庭関係破綻など

複雑化、多様化しています。令和６年４月施行の「困難な問題を抱える女性

への支援に関する法律」に基づく、「三鷹市困難女性支援基本計画（仮称）」

に位置づけ、民間関係団体の連携体制の構築など、困難な問題を抱える女性

への支援体制の強化に取り組みます。 

(5) 多様な性への理解と尊重 

三鷹市では、「男女平等参画」を「何人も男女の性別にかかわりなく個人

として尊重され、一人ひとりにその個性と能力を十分に発揮する機会が確保



5 

されることにより、社会のあらゆる分野における活動に対等な構成員として

共に参画し、責任を分かち合うこと」と定義しています。ＬＧＢＴＱをはじ

めとした多様な性のあり方を含め、人権としての性が尊重される社会の実現

に向けて、理解促進と普及啓発を図ります。 

(6) 情報発信の充実 

コロナ禍において行動が制約される中で、オンラインツールの普及などの

デジタル化の進展により、情報発信や普及啓発のあり方も変化が生じていま

す。男女平等参画の推進に当たっては、地域社会や市民意識の向上が不可欠

であることから、デジタル技術を活用し、必要な方に必要な情報がしっかり

届くよう、ＳＮＳの活用や講座のアーカイブ配信などにより、情報発信の充

実を図ります。 

 

４ 計画の体系 ※骨格案（案） 

「男女平等参画のための三鷹市行動計画 2022（第２次改定）」における各施

策を発展的に継承しつつ、体系の見直しを行います。 

また、人権の尊重を基礎としながら、新たに「三鷹市困難女性支援基本計画

（仮称）」の位置づけも加え、男女平等参画施策を推進していきます。 

(1) 男性・女性及び多様な性の人権の尊重 

ア 人権尊重の視点に立った男女平等参画意識の啓発 

イ 多様な性の尊重と暮らしやすいまちづくりの推進 

(2) ライフ・ワーク・バランスの実現と女性の活躍への支援<三鷹市女性活躍

推進計画> 

ア ライフ・ワーク・バランスの推進に向けた意識啓発 

イ 働きやすい環境づくり 

ウ ライフ・ワーク・バランスの実現に向けた市の率先行動 

エ 様々な分野における男女平等参画の推進 

(3) 安全・安心な暮らしの実現 

ア 配偶者等からの暴力（ＤＶ）の防止と被害者の支援<三鷹市配偶者等暴

力対策基本計画> 

イ 困難な問題を抱える女性への支援<三鷹市困難女性支援基本計画（仮称）> 

(4) 推進体制の整備・充実 

ア 女性センター機能の充実 

イ 庁内連携の強化と計画の推進 
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５ 今後のスケジュール 

日 程 内 容 

令和６(2024)年８月１日 ＜第１回男女平等参画審議会＞ 

計画策定の考え方、骨格案（案）の協議① 

令和６(2024)年８月下旬

～９月 

＜第２回男女平等参画審議会＞ 

計画策定の考え方、骨格案（案）の協議② 

令和６(2024)年９月 ＜総務委員会＞ 

計画策定の考え方、骨格案の報告 

令和６(2024)年 10～11 月 各部と計画に盛り込む個別事業を調整 

 

令和６(2024)年 10 月 ＜第３回男女平等参画審議会＞ 

計画素案（案）の協議① 

令和６(2024)年 11 月 ＜第４回男女平等参画審議会＞ 

計画素案（案）の協議② 

令和６(2024)年 12 月 ＜総務委員会＞ 

 計画素案の報告 

令和７(2025)年１月  パブリックコメント実施 

 

令和７(2025)年２月 ＜第５回男女平等参画審議会＞ 

計画案諮問答申 

令和７(2025)年３月 ＜総務委員会＞ 

 パブリックコメントの結果及び変更点の報告 

 

 


